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    ２０２３年１０月から「適格請求書保存方式（インボイス制度）」が実施されます。 

  「インボイス」とは２０２３年１０月以降に使用する請求書のことです。「インボイス」 

がないと消費税１０％を請求することができません。さらに、消費税課税業者でない 

とインボイスが発効できません・・・。 

インボイス制度が導入されたら・・・ 

①消費税課税業者は、免税業者からの仕入税額控除が認められない？ 

②消費税免税業者は、取引から排除される？ 

インボイス制度が導入されることにより、建設従事者にどのような経済的、実務的 

な負担が増えるのかなど、インボイス制度について詳しく解説します。下記、申込用 

紙にご記入していただき、FAXにてお申込ください。 

    と き：２０２１年９月１７日（金）１９時～ 

    ところ：東京土建中野支部３Ｆ 

    講 師：西田恭隆公認会計士 
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東京土建中野支部 ＰＡＬ中野 


